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国際輸出管理レジームの概要(1)

◆出典：安全保障貿易管理について（平成29年, 経済産業省）
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国際輸出管理レジームの概要(2)

◆出典：安全保障貿易管理と大学･研究機関における機微技術管理について (令和3年, 経済産業省)



安全保障貿易管理（経緯）
第⼀次世界⼤戦
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塩基配列決定法

Australia Group
オウム真理教テロ

アメリカ炭疽菌事件

イラン・イラク戦争
遺伝⼦組換え技術

ゲノム編集技術



リスト規制の生物リソース



バイオ安全保障貿易管理（これまで）
理⼯系

微⽣物・ウイルス
設計・製造

天然物

バイオ系
設計・製造 ︖

部品

兵器

培養（公知）︖



安全保障貿易管理（物質としての兵器）
バクテリア（細菌） ウイルス

培養 培養

微⽣物 ＝ ⽣き物
(⾃律増殖性）

ウイルス ＝ ×⽣き物
(⾃律増殖性しない）

培養
感染 培養 回集

増殖安全確保︖



バイオ安全保障貿易管理（これから1）
理⼯系

遺伝⼦改変微⽣物・ウイルス

設計・製造
バイオ系
設計・製造

⼈⼯物（遺伝⼦改変）
︖

2019年
病原性遺伝⼦
→ 全遺伝⼦
VSV-G
(⽔疱性⼝内炎)

遺伝⼦改変技術＝公知
兵器としてのノウハウ︖
どの遺伝⼦をどう変える︖

VSV-G
ウイルス粒⼦に⼈⼯的に追加すると
感染⼒が⼤幅に向上するタンパク質

研究者が認知していないケース



バイオ安全保障貿易管理（これから2）
理⼯系

遺伝⼦改変微⽣物・ウイルス

設計・製造
バイオ系
設計・製造

⼈⼯物（遺伝⼦改変）
︖

⾃分（⾃国⺠）も危ない

mRNAワクチン
ねらい通り、早く、確実に
⾃分だけワクチン

使いにくい



バイオ安全保障貿易管理（これから3）

バイオ研究

外国⼈留学⽣
研究発表

技術の提供

成果物 貨物の輸出

審
査

E F A遺伝⼦研究
安全管理協議会

遺伝⼦組換え
委員会
(⽣物研究者)

全国組織



バイオ安全保障貿易管理（これから4）

貨物等省令第２条の２ 第１項
第1号、第2号、第5号核酸供与体



バイオ安全保障貿易管理（これから5）

バイオ研究

１. 予測可能（留学⽣・発表・貨物）
２. 注意喚起

審
査

遺伝⼦組換え
委員会
(⽣物研究者)

連携

遺伝⼦組換え

管理が必要なバイオ研究



バイオ安全保障貿易管理（これから）

遺伝⼦改変微⽣物・ウイルス兵器
バイオ系

mRNAワクチン

学術的知識に基づいた⾼度な予測

遺伝⼦改変技術＝公知
兵器としてのノウハウ︖

２. 実務担当者の対応
⼤きな変化に対応する必要性

３. ルールの⽣み出される現場
⽅針や意⾒が分かれる可能性



輸出管理DAY for ACADEMIA 2025

2025年12月5日

国立健康危機管理研究機構 危機管理・運営局長参与

東海大学 総合科学技術研究所 客員教授

中田 修二

本資料は、２０２４年９月１０日に開催した医薬系大学の安全保障輸出管理担当者交流会（第２回）及び２０２５年１０月２４日に
開催した医薬系大学の安全保障輸出管理担当者交流会（第３回）での講演の一部を紹介するものです。

医薬系大学・研究機関での安全保障輸出管理の事例紹介

－医療研究・臨床活動での知識を活用した取り組みー
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医療系研究組織Ａでの貨物の輸出の調査結果

• 医薬系の大学・研究機関では、BIOリソースや薬
品・試薬等の輸出が、一般の理工系大学等に
比べて多い傾向がある。

医療系研究組織Ａでの輸出

対応事例貨物の分類

「ＢＩＯリソース」の該非判定書を使用BIOリソース■

「医療用に設計された装置」の該非判定書を使用医療用機器■

①購入品ならメーカー等から該非判定書を入手
②メーカー等から該非判定書が入手できない場合は、

・自己でできる範囲での該非判定（負担はかなり大きい）
＋

・薬品・試薬等に関する「帰納的該非判定一覧表」を使用

薬品、試薬等■

①購入品ならメーカー等から該非判定書を入手
②メーカー等から該非判定書が入手できない場合は、EXIT該非判定支援ツール

を使用
その他の資機材■

• 本稿では、貨物の分類ごとの対応事例を紹介する。
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細胞株 （輸出令第１項（14）関連）

① 輸出予定の細胞株の概要を記入して下さい。

② 細胞株は、軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子の製造に用いるものですか？

□ はい □ いいえ

③

□ はい □ いいえ

細胞株は、軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒の製造に必要な遺伝情報を含ん
でいますか？

例： 毒素 例： 細胞株

★ BIOリソースの該非判定書では以下の８品目の判定ができる。
★医師、研究者（あるいは輸出管理担当者）はチェック項目を

チェックして該非判定できる。

(1)ウイルス
(2)細菌
(3)毒素（免疫毒素を除く）およびそのサブユニット
(4)遺伝子改変生物
(5)遺伝要素
(6)生体高分子
(7)生体触媒
(8)細胞株

(3) 毒素（免疫毒素を除く）及びそのサブユニット

① 毒素（毒素のサブユニット）の名称を記入してください。

② 輸出予定の毒素（サブユニットが構成要素となっている毒素）は表３に掲載されたものですか？

### はい ### いいえ

ウェルシュ菌毒素（アルファベータ１ベータ２イプシロン又はイオタの毒素に限る。）

黄色ブドウ球菌毒素（腸管毒素アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素）

志賀毒素（別名 志賀様毒素又はベロ毒素）

ジアセトキシスシルペノール（別名 デアセトキシスシルペノール)

ビスカミン（別名 ビスカムアルバムレクチン）

アフラトキシン T－２トキシン ブレベトキシン

アブリン テトロドトキシン ボツリヌス毒素　〔注〕

HT－２トキシン ネオサキシトキシン ボルケンシン

ゴニオトキシン ノジュラリン ミクロシスチン

コノトキシン　　〔注〕 パリトキシン モデシン

〔注〕　次の全てに該当するものを除く。

イ 　医師による権限の下で、試験及び人に対する投与のために設計された製剤

ロ 　発送するために事前に包装された臨床用の薬剤又は試薬

ハ　 政府の販売の許可を受けた臨床用の薬剤又は試薬

表３　リスト規制されている毒素（貨物等省令第２条の２第１項第三号、第四号）

BIOリソースの該非判定書 ・・・ 医師・研究者等が記入しやすい質問形式としている。
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• 質問型のチェック項目により判定が行える。

• 経産省のマトリクス表を見ても、医療用に設計された装置の判断基準・条件は書かれていない。
→判定はできない。

「医療用に設計された装置」の該非判定書
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薬品・試薬等の該非判定の負担が大きい理由は山ほどある
- しかも、根本的な解決方法は見つかっていない -

• 教員や研究者は薬品の販売名/一般名を事前確認シートに記載。

• 該非判定は、薬品等の組成成分である化学物質が判定対象で、

事前確認シート申請者は通常、記載してこない。

山ほどある負担が大きい理由の例・・・氷山の一角

通常行われてる該非判定方法（法
令の規定を規範として薬品や試薬
を該非判定する演繹的判定手法）
では、該非判定が難航・不可能な
場合が少なからず発生する。

→参考資料１
事前確認シートの輸出貨物 該非判定すべき化学物質

理由２

理由１

• 薬品や試薬の組成成分の情報は入手が困難な場合も多い。

• 製薬企業等が主な組成成分を開示している場合でも、微量成分は開示されない場合が、実態的にあり得る模様。

• SDS(安全データシート)｛MSDS(製品安全データシート)｝は参考にするのは良いが、SDSは該非判定書ではない。

薬品等の組成成分（組成化学物質）が不明の場合は、通常の該非方法はお手上げ状態となる。

• １つの化学物資の表記（名称）は、複数の表記方法がある場合が多い。薬品等のカタログ・説明書に記載された表
記（名称）が、法令・マトリクス表の規制物質の表記（名称）を一致しない表記がされていると、規制に該当すること
を見逃す・見落とす可能性が大きい。→見落とすと、無許可輸出違反を犯す可能性が生じるが根本的対策はない。

理由３

【例】 輸出令第3項（１）、貨物等省令第２条１項第一号リではピナコロンが掲載されている。ピナコロンとい
う名称は、俗称・慣用名の位置づけで、IUPAC名は、3,3-ジメチル-2-ブタノン (3,3-dimethyl-2-butanone)
である。

薬品・試薬等



5

医療・医薬品の該非判定の開始

外部からの購入品？

メーカー／販社から
該非判定書を入手

入手した該非判定書を
確認

必要に応じて
キャッチオール・
チェックを実施

終了

該当？

Yes

取引審査へ

No

Yes

No

入手不可

化学物質（試薬を含む）が購入品の場合は、メー
カー等から該非判定書を取得することは非常に重要。

該非半判定はできた

難航：情報不足や調査の限界などにより、該非判
定を完了できる目途が立たない等

該非判定はでき
たか、難航か？

EXIT（又は経産省のマト
リクス表等）を使用して

該非判定を行う

輸出事案は、帰納的該非判定一覧表の「医療分
野での用途」に掲載された内容に相当するか？

相当する

輸出事案が帰納的該非判定一覧表の
「化学物質の名称」欄に記載された物
質に関係していれば「該当」と推定して
検討を進める。
関係が不明の場合は、該当の可能性
は排除できないとして検討を進める。
関係していないことは明らかであれば
「非該当」として推定して検討を進める。

相当しない

医療・医薬品の該非判定が難航する場合・・・＞帰納的該非判定一覧表を
利用して該非判定を支援・補完する取り組み事例

検討結果を総合的に判
断する。

輸出事案は、「非該当」の可能
性が高いと推定して検討する。
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医療・医薬品の大規模データ分析 (1/2)

• これまで、特定の化学物質がグローバルな観点から全世界規模での医学研究
や、医薬品や試薬等の医療目的で使用されているか否かを調査、判別するに
は膨大な医療・医薬品情報を確認する必要があるため困難と思われていた。

• 近年、世の中に存在する大量のオープン情報を探索し、分析、集約することが
可能となった。化学物質の軍民用途区分や規制該当性に関して膨大で多様な
データソースを統合的に参照した上で、分析することができる。

– 数十万件規模の国際規制情報・化学品用途データ・学術文献・商業カタログ等を含
む情報群を元に、化学構造認識＋用途比較＋規制対応性の観点から総合的な分
析を行うことができる。

– これにより、たとえば以下の様な多層的な視点で分析ができる。

• ある物質が、

– CWCやAGで規制されているか？

– 医療研究や臨床で使用されているか、使用されている医薬品や試薬に含まれている
か？

– 医薬品や工業製品の合成原料・中間体として文献に現れているか？

– 特許や商業流通情報で、用途が明確に民生用とされているか？

– 同族体（アルキル基が異なるだけなど）と用途が一致しているか？ など・・・。
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医療・医薬品の大規模データ分析 (2/2)

• 輸出令別表第一に掲載されている化学物質が、

– 医薬系の大学、研究機関等が医療研究や臨床で使用する、あるいは使用する医薬
品や試薬に含まれている場合をグロ－バルに／網羅的に調査した。

– 調査結果として、リスト規制化学物質が使用される／使用される薬品等に含まれる
場合と、全く使用されていない／含まれない場合を区分した。

⇓

– 調査結果を参照、利用すれば、該非判定の参考となり、医薬系大学、研究機関等の
負担は軽減される。
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帰納的該非判定一覧表
- 医薬分野の大規模な医療・医薬品情報の分析に基づく、薬品・試薬等の該非判定方法 -

• 医薬品や試薬等の輸出案件が、帰納的該非判定一覧表に掲載されている医
薬研究や臨床の場合に相当する場合、そこで使用する医薬品や試薬である場
合は、リスト規制されている化学物質がその事案の輸出に関係している可能性
がある。

• 一方、医薬品や試薬等の輸出案件が帰納的該非判定一覧表に掲載のいずれ
の状況にも相当しない場合は、その輸出案件にリスト規制化学物質が含まれる
蓋然性は非常に小さいと判断（推定）できる。

医療分野での用途貨物等省令
輸出令

別表第一
化学物質の名称No.

ルイサイト誘導体を使用した抗がん剤の開発の研究がある。ルイサイト誘導
体がすべて 2-クロロビニルジクロロアルシン（ルイサイト１）と同一というわ
けでないが、医学研究にルイサイト誘導体を輸出する場合には、2-クロロビ
ニルジクロロアルシンと同一の化学物質であるかは化学構造を確認する必
要がある。

第１項（１３）
２－クロロビニルジクロロアルシン
（別名：ルイサイト１）

1

悪性リンパ腫治療に用いられるナイトロジェンマスタード系抗がん剤「メクロ
レタミン（mechlorethamine）」は、化学物質として「ビス（2-クロロエチル）メチ
ルアミン（HN2）」と本質的に同一の化学物質である。メクロレタミンは通常は
塩酸塩（hydrochloride）として使用されるが、塩基性条件下（たとえば水酸化
ナトリウム水溶液など）で中和することで、塩酸塩を遊離塩基（HN2）として単
離・回収することができる。

第１項（１３）
ビス（２－クロロエチル）メチルアミン
（別名：ＨＮ２）

2

● ● ●

生体適合性を持つ導電性ポリマーとして、バイオセンサー / 生体信
号電極や神経インターフェース・刺激電極、ドラッグデリバリーシステ
ム（DDS）の応用研究がされている。

第１４条第二号ハ
（一）

第１５項（２）ポリアニリン29

帰納的該非判定一覧表

・医学的な記述であるが、研究者、医師は理解できる。
・輸出案件が掲載されている「医療分野での用途」に

相当しなければ、その事案で輸出する医薬品や試
薬はリスト規制の化学物質を含む蓋然性は非常に
小さい。
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その他の資機材の該非判定のフロー

メーカー／販社から該非判
定書を取得〔注〕

該非判定書の記載内容、
該非の確認

資機材は外部から
の購入品か？

取得できたか？

ＮＯ

ＹＥＳ

その他の貨物等の該非判定
開始

終 了

ＹＥＳ

ＮＯ

自ら（研究者、輸出
管理部署が協力
し）該非判定する。

〔注〕海外製の貨物の場合、該非判定書を入手できない場合がある。米国製品の場合はＥＣＣＮ（Export 
Control Classification Number）番号をメーカーや販社に問合わせて入手できると該非判定の参考となる。
＜ECCN番号の例＞ ウイルス： 1C351(a)、1C352(a)、1C354(c)

物理的封じ込めに用いられる装置(Ｐ3又はＰ4の装置)： 2B352(a)、2B352(f)

経産省のマトリクス表を使用することが一般的。しかし、
・マトリクス表は法令の条文等の一覧表であり、検索

すると検索キーワードと文字列一致するすべての
箇所（該非判定に無関係の箇所も含めて）が示され
る → 判定作業が低下し、担当者の負担が大きい。

・マトリクス表は、一回の検索でキーワードを１個しか
指定できない。 →検索ツールとして検索能力が極
めて低く、複合検索ができないため非効率。

該非判定に関係する箇所を、効率よく絞り込む機能が
あり、該当／非該当の度合いの評価能力があり、該当
する可能性がある箇所（条項号）を効率よく提示できる
ツールを使用する。

マトリクス表は法令のキーワード検索ツールであっ
て、該非判定支援機能は不十分。

該非判定支援ツールを使用する

自ら該非判定する際に使用するツールが問題！

その他の資機材
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EXIT該非判定支援ツール

• EXIT該非判定支援ツールは、以下の２つのツールを1つのエクセルブックに搭載した該非
判定支援ツールです。

（１）経済産業省の「貨物・技術の合体マトリクス表」

（２）EXIT該非判定支援ツール

• 利用者は、（１）と（２）の各ツールをそれぞれ個別に（独立した１個のツールとして）利用で
きますし、（１）と（２）を連携して（連携モードで）利用することもできます。３通りの利用方
法がありますので、該非判定を行う状況に応じて使用してください。

参考 【開発の歴史】

– EXIT該非判定支援ツールは2020年3月に初版をリリースし、これまで約５年強の間で全国
の２０余りの大学とともに実証評価をしてきたツールです。
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EXIT該非判定支援ツールの連携モードの紹介

• 〔第１ステップ〕

– 合体マトリクス上でエクセルの検索を使用して『潜水艇』を「すべて検索」します。

仮想事例 A教授は南太平洋での海底地質調査のため、有人式の潜水艇を輸出する。

・
・
・
・

– 検索結果の３行目の以下の行をクリックして、該当する貨物等省令を見に行きます。 →〔第２ステップ〕へ
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〔第２ステップ〕検索キーワードの選択

このセルをクリックして選択し（Active Cellにす
る）、Ｆ３を押下、又は左ダブルクリックする。

• 〔第２ステップ〕

– アクセスした貨物等省令第１１条第一号の「項目」のセル（D列）を見ている（active cellにした）状態で、Ｆ
３を押下する、又は左ダブルクリックすると、この項目で該非判定に関係するキーワードがPOP-UPウイ
ンドゥに表示される。

– 表示されたキーワードの中から、検討している案件の
該非を関連するキーワードを選んでその番号を空白又
は適当な数字以外の文字を区切りとして入力し「OK」
をクリックします。

– 一方、キーワードを選択しない場合は番号を入力せず
「OK」又は「キャンセル」をクリックします。（その後は、
マトリクス表の別の箇所を見て、同様にキーワードの
選択を行なえます。）

– 「OK」すると、合体マトリクスとEXITの連携機能により、番号で指定されたキーワードがEXIT該非判定
支援ツールの「推定シート」のキーワード欄に設定され、画面には「検索キーワード」ウインドゥがPop-
upされる。 → ステップ３へ

EXIT該非判定支援
ツールの連携モード



13

〔第３ステップ〕検索キーワード・ウインドゥ
EXIT該非判定支援

ツールの連携モード

• 〔第３ステップ〕

– ここで、「閉じる」、「クリアー」、「検索実行」の選択肢
があります。順次に説明します。

（１）「閉じる」を選択（クリック）すると、選んだキーワードはＥＸＩＴに保存されたまま、合体マトリクス表の操作を継続

できます。たとえば、輸出令第１２項（１）、貨物等省令第１１条第一号の二のセル（$D$48）を選択してＦ３を押

す、又は左ダブルクリックすると、以下のウインドゥがPop-upされます。

ここで、１番と３番を選ん
で「OK」すると、「無人式」
と「繋索式」の２つのキー
ワードが追加されます。

（２）「クリアー」を選択（クリック）すると、EXITに保存しているそれまでのキーワードはクリアー（キャンセル）され、合

体マトリックスの操作を継続できます。

（３）「検索実行」を選択（クリック）すると、EXITとの連携機能により、該非判定の推定の実行が開始し、「検索結果」

ウインドゥがPop-upします。 → 第４ステップへ
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〔第４ステップ〕「検索結果」ウインドゥ
EXIT該非判定支援

ツールの連携モード

• 〔第４ステップ〕

– 「検索結果」には、指定したキーワード（の集合）とパター
ン照合・推論して、該非判定に関係する輸出令の項番と貨
物等省令の条項号 （なお、「貨物の項番を引用していないプロ
グラム・技術－いわゆる“はみ出し技術”」の場合は、「外為令の項

番」と貨物等省令の条項号） がどの程度該非判定に関係す
るかの評価結果を4段階で表示しています。

– １が最も弱い関係、４が最も強い関係がある場合です。表
示としては１と２の場合は〇の数で、３と４の場合は★の数
で示しています。

– ★が３個以上の場合は該非判定の判断に重要な項番で
あることを示していますから、それらの項番について実際
のマトリクス表の該当箇所を順次にチェックする段階に進
みます。

– この事例では、★が3個以上あるのは1，2，3，10，11です
から、この番号を入力し、「マトリクス表示」をクリックします。

⇓

第５ステップへ
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〔第５ステップ〕マトリクス表のチェック
EXIT該非判定支援

ツールの連携モード

• 〔第５ステップ〕

– 「検索結果」ウインドゥで指定した１番から１１番までの条項号に対応するマトリクス表シートが順次
に表示され、チェックすべき貨物等省令の部分の背景色が緑色となっています。

– まず、１番で指定した第12項（１）、貨物等省令第１１条第一号の内容をチェックし確認したら「ＯＫ」す
る。

– 指定した番号のマトリクス表を順次にチェックし、１１番で指定したマトリクス表までのチェックが行える。



16

• 「ＢＩＯリソース」の該非判定書、「医療用に設計された装置」の該非判定書、帰納的該非判定一覧表、EXIT該非判
定支援ツールの配布を希望される大学等には配布します。

• 配布対象組織

– 大学、高等専門学校、国公立の研究機関（及びこれらに準じると認められる組織）

• 利用条件

– 使用目的は、配布先校における輸出管理業務の支援です。

– 配布を受けた大学内での利用は自由です。・・・配布条件は配布物の自己使用許諾です。

– 他組織への再配布・譲渡等は禁止です。

– 自己責任で使用してください。・・・配布したチェックシートやツール（道具）での該非判定の責任は負いません。

– 無償です。現状有姿（As Is）で使用してください。

• EXITの配布時期

– 次期EXITの版は、令和８年２月１４日施行（予定）の改正内容を反映し、施行時期頃にバージョン10.0として配
布予定です。

• 希望方法

– 配布を希望するものを記載して、2026年1月末日までに、中田宛にメール（nakata.shiyuuji.x@tokai.ac.jp）で連
絡してください。

チェックシートやツールの希望大学への配布

医薬系大学の安全保障輸出管理担当者交流会

• 医薬系大学の輸出管理関係者による交流会で年１回秋に開催しています。これまで３回開催しました。関心が有ら
れる大学等は中田宛にメール（nakata.shiyuuji.x@tokai.ac.jp）で連絡してください。



17

薬品・試薬等の該非判定は判定困難、あるいは、
信頼できる確定的な結論は得られない場合が数多く発生する。

該非判定制度は輸出管理の基本であるが、現在、一般的である演繹的な該非判
定方法（法令の規定に対して、個々の貨物・技術が持つ組成成分・構成要素、特
性・条件等を照合する）では大学、研究機関等における医薬品や試薬等の該非判
定の負担は大きく、判定の厳正さの確保が困難、あるいは実態的に判断不可能
な場合も多い。

⇓
現在の演繹的な該非判定方法は、医薬品等の該非判定方法としては部分的／実
態的に破綻している。しかし、現在、この問題は解決しておらず、放置されている。

参考資料１



オーストラリア・グループ

～バイオ関連輸出管理レジームにおける動向～

２０２５年１２月５日

外務省不拡散・科学原子力課

輸出管理 DAY for ACADEMIA 2025
分科会１「バイオ／ライフサイエンス分野における輸出管理」



本日のアジェンダ

１．輸出管理の枠組み

２．オーストラリア・グループの役割と最新動向

３．バイオ／ライフサイエンス分野における輸出管理



１．輸出管理の枠組み



不拡散・輸出管理の国際的枠組み

条約

国際輸出管理
レジーム

大量破壊兵器そのものを規制

大量破壊兵器等及び通常兵器の開発・製造に用いられうる
汎用品や技術の輸出を管理

名称
原子力供給国
グループ
(NSG)

オーストラリア・グループ
(AG）

ミサイル技術
管理レジーム

(MTCR)

ワッセナー・
アレンジメント

 (WA)

発足年
参加国数

1978年発足
48 か国

1985年発足
42 か国及びEU

1987年発足
35 か国

1996年発足
42 か国

大量破壊兵器関連
通常兵器

核兵器 生物・化学兵器 ミサイル

名称
核兵器不拡散条約

（NPT）
生物兵器禁止条約

（BWC）
化学兵器禁止条約

（CWC） ー ー

発効年
締約国数

1970年発効
191か国・地域

1975年発効
189か国・地域

1997年発効
193 か国・地域 ー ー



輸出管理の国内法令

外為法

輸出令 外為令

貨物等省令

【貨物】 【技術】

法律・・・

省令・・・

政令・・・

リスト規制

キャッチオール規制

我が国の安全保障貿易管理は、条約や国際輸出管理レジームを踏まえ、
外為法に基づいて実施

＊1

＊2 ＊3

＊4

貨物の輸出 技術の提供

＊１:外為法：外国為替及び外国貿易法

＊２:輸出令：輸出貿易管理令

＊３:外為令：外国為替令

＊４:貨物等省令：輸出貿易管理令別表第1

及び外国為替令別表の規定に基づき

貨物又は技術を定める省令



２．オーストラリア・グループの役割と
最新動向



オーストラリア・グループ（ＡＧ）

• イラン・イラク戦争（１９８０～８８年）における化学兵器使
用を契機として１９８５年に発足

• 生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約を補完する形で以下の
品目を規制
① 化学兵器の前駆物質

② 化学兵器製造のための汎用施設及び設備並びに関連技術及びソフト
ウェア

③ 生物関連の汎用設備並びに関連技術及びソフトウェア

④ ヒト病原体及び動物病原体並びにヒト及び動物に対する毒素

⑤ 植物病原体

• 現在４２か国及びＥＵが参加



ＡＧにおける主要な活動

輸出管理政策の協調を図るため、毎年１回、主にパリで総会を
開催し、規制リストの更新の議論や情報交換等を実施

ガイドライン 規制リスト
（化学兵器の前駆物質）

規制リスト
（生物関連の汎用設備並びに
関連技術及びソフトウェア）



２０２５年ＡＧ総会

• ７月１４日～１８日にシドニーで開催

• 成果
① 議長声明：生物・化学兵器の拡散防止に向けた連携、ロシア、イラ

ン、北朝鮮などによる拡散活動への懸念、ベスト・プラクティスや
アウトリーチ活動の共有等に言及

② 創設４０周年記念共同実務者声明：４０年間の協力を祝い、アルバ
ニアが一方的遵守国に加わったことを歓迎、国際的な拡散防止取組
への決意を表明

③ 規制リストの更新
• 化学兵器の前駆物質：1,1,3,3-テトラエチルグアニジンを追加

• 生物関連の汎用設備：クロスフローろ過装置の規定を明確化

核酸合成機及びアセンブラの記載を修正

ＡＧ創設
４０周年



ＡＧを踏まえた国内法令改正の流れ

２０２４年 ペプチドの合成を行うための装置がＡＧ規制リストに追加

２０２５年１１月１１日 閣議決定

２０２６年２月１４日 施行

（例）ペプチドの合成を行うための装置を規制対象に追加するための
輸出貿易管理令の改正

２０２５年１１月１４日 公布



ＡＧウェブサイト

https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustraliagroupnet/site/en/index.html

最新の規制リスト
(Common 

Control Lists)

https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustraliagroupnet/site/en/index.html


ＡＧウェブサイト

５
種
類
の
規
制
リ
ス
ト

生
物
兵
器
関
連

参考資料として
の「規制リスト
ハンドブック」



ＡＧ規制リストハンドブック

規制対象のウイ
ルスのプロファ
イルから…

…規制対象装置
の写真まで詳細

に解説



３．バイオ／ライフサイエンス分野
における輸出管理



アカデミアにおける輸出管理

• 【慎重な審査を要するバイオ研究分野】ナノバイオサイエンス、
分子生物学、生物物理学、細胞生物学、ウイルス学、免疫学等

• 【違反事例】研究機関において独自の該非判定システムに最新の法
令改正が反映されておらず、リスト規制対象の微生物株を輸出許可
申請を行わずに外国大学へ研究目的で提供（無許可輸出）

• 【適切な許可申請事例】ワクチン開発を目的とするウイルスの輸出

制度の理解促進、適切な輸出管理の実施、最新の法令の確認を

出典：経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）第五版」



注目すべき動向

• 【新興技術の動向】近年注目されている合成生物学やＡＩがも
たらすバイオセキュリティリスクなど

• 【国際情勢】主に非国家主体（テロ組織等）による脅威が想定
されてきた中で国家主体による脅威の再燃、機微技術の窃取を
試みる懸念国への警戒

• 【無形技術移転】技術は一度流出してしまうと止めることが困
難。国際輸出管理レジーム等においても無形技術移転対策の重
要性について認識を共有し、連携を強化



経済的強靱性及び経済安全保障に関するＧ７首脳声明

「我々は、重要・新興技術に関するＧ７パートナー間の
研究開発を深めるに当たり、我々が開発する最先端技術
が、国際の平和及び安全を脅かす軍事力の増強のために
利用されることを防止するために連携する共通の責任及
び決意を確認する。

２０２３年５月２０日

…我々は、デュアルユース技術を保護するための我々のエコシステ
ムに存在するギャップが悪用されないよう、輸出管理分野における
協力のための多国間での取組を更に強化していく。」
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